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「
配
偶
者
控
除
」
と
は
、
納
税
者
に
所

得
税
法
上
の
控
除
対
象
配
偶
者
が
い
る

場
合
に
、
一
定
の
金
額
の
所
得
控
除
が

受
け
ら
れ
る
も
の
。
こ
の
控
除
対
象
配

偶
者
に
は
、「
年
間
の
合
計
所
得
金
額

が
38
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
（
給
与
の

み
の
場
合
は
給
与
収
入
が
１
０
３
万
円

以
下
）」
と
い
う
要
件
が
あ
る
。

　

配
偶
者
に
38
万
円
を
超
え
る
所
得
が

あ
る
た
め
配
偶
者
控
除
の
適
用
が
受
け

ら
れ
な
い
と
き
で
も
、
配
偶
者
の
所
得

金
額
（
38
万
円
超
～
76
万
円
未
満
）
に

応
じ
て
一
定
の
金
額
の
所
得
控
除
が
受

け
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
を
「
配

偶
者
特
別
控
除
」
と
い
う
。

　

つ
ま
り
、
配
偶
者
に
年
間
１
４
１
万

円
以
上
の
収
入
（
76
万
円
以
上
の
所
得

金
額
）
が
あ
る
と
、
配
偶
者
控
除
・
配

偶
者
特
別
控
除
の
恩
恵
を
受
け
る
こ
と

は
で
き
な
い
（
図
表
１
）。































































































































①
配
偶
者
控
除
・

　

配
偶
者
特
別
控
除
の

　

見
直
し

納
税
者
の
所
得
に
応
じ
て 

控
除
額
は
逓
減
す
る

　

配
偶
者
控
除
の
恩
恵
を
受
け
る
た
め

に
、
夫
婦
間
で
就
業
調
整
が
行
わ
れ
る

こ
と
が
問
題
視
さ
れ
て
い
た
が
、
就
業

調
整
を
意
識
し
な
く
て
も
済
む
仕
組
み

を
構
築
す
る
観
点
か
ら
、
配
偶
者
控

除
・
配
偶
者
特
別
控
除
の
見
直
し
が
行

わ
れ
る
。

　

具
体
的
に
は
、
所
得
控
除
額
38
万
円

の
対
象
と
な
る
配
偶
者
の
合
計
所
得
金

額
の
上
限
が
、
38
万
円
（
給
与
所
得
の

み
の
場
合
、
給
与
収
入
１
０
３
万
円
）

か
ら
85
万
円
（
給
与
所
得
の
み
の
場

合
、
給
与
収
入
１
５
０
万
円
）
に
引
き

上
げ
ら
れ
る
。

　

一
方
で
、
納
税
者
本
人
の
所
得
に
応

じ
て
控
除
額
が
逓
減
す
る
仕
組
み
が
設

け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
納
税
者
本
人

の
合
計
所
得
金
額
が
９
０
０
万
円
（
給

与
所
得
の
み
の
場
合
、
給
与
収
入
１
１

２
０
万
円
）
を
超
え
る
と
控
除
額
が
減

少
し
て
い
き
、
合
計
所
得
金
額
１
０
０

０
万
円
（
給
与
所
得
の
み
の
場
合
、
給

与
収
入
１
２
２
０
万
円
）
を
超
え
る
と

控
除
額
は
０
円
と
な
る
（
図
表
２
）。

　

本
改
正
は
、
平
成
30
年
分
以
後
の
所

得
税
、
平
成
31
年
度
分
以
後
の
個
人
住

民
税
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。

　

Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
（
少
額
投
資
非
課
税
制

度
）
の
さ
ら
な
る
普
及
や
、
家
計
の
安

定
的
な
資
産
形
成
の
支
援
、
手
元
資
金

が
十
分
で
な
い
若
年
層
等
の
利
用
促
進

な
ど
の
た
め
に
、
少
額
か
ら
の
積
立
・

分
散
投
資
に
適
し
た
「
積
立
Ｎ
Ｉ
Ｓ

Ａ
」
が
、
平
成
30
年
１
月
よ
り
創
設
さ

れ
る
。

　

現
行
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
と
は
選
択
制
と
な
る

が
、
暦
年
単
位
で
の
併
用
は
可
能
と
な

る
（
例
え
ば
、
平
成
30
年
は
積
立
Ｎ
Ｉ

Ｓ
Ａ
、
平
成
31
年
は
現
行
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
と

い
う
選
択
も
可
能
）。

　

現
行
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
年
間
投
資
上
限
額

は
１
２
０
万
円
、
非
課
税
期
間
は
最
大

５
年
間
。
一
方
で
、
積
立
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の

年
間
投
資
上
限
額
は
40
万
円
と
現
行
Ｎ

Ｉ
Ｓ
Ａ
よ
り
少
な
い
が
、
非
課
税
保
有

期
間
が
20
年
、
投
資
可
能
期
間
が
20
年




















































































































































































②
積
立
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
創
設

（
平
成
30
年
～
49
年
ま
で
）
と
な
っ
て

お
り
、
非
課
税
投
資
総
額
は
８
０
０
万

円
（
40
万
円
×
20
年
）
と
な
る
（
図
表

３
）。

　

資
産
課
税
関
係
で
は
、
居
住
用
超
高

層
建
築
物
（
タ
ワ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン
等
）

に
係
る
固
定
資
産
税
等
の
計
算
方
法
の

見
直
し
に
注
目
し
た
い
。

　

マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
区
分
所
有
建
物
に

か
か
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
、
現
行

で
は
一
棟
全
体
の
固
定
資
産
税
等
の
税

額
を
、
各
区
分
所
有
者
の
専
有
床
面
積

の
比
で
按
分
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
高

層
階
で
も
低
層
階
で
も
、
床
面
積
が
同

じ
な
ら
税
額
も
同
じ
と
な
る
。

　

改
正
後
は
、
高
さ
が
60
メ
ー
ト
ル
を

超
え
る
居
住
用
超
高
層
建
築
物
の
場
合

は
、
按
分
計
算
の
際
に
使
用
す
る
専
有

床
面
積
に
つ
い
て
、
住
戸
の
所
在
す
る

階
層
の
違
い
に
よ
る
床
面
積
あ
た
り
の

取
引
価
格
の
傾
向
を
反
映
す
る
た
め
の

補
正
率
（
階
層
別
専
有
床
面
積
補
正

率
）
に
よ
り
補
正
を
行
う
。
高
階
層
は































































































































③
居
住
用
超
高
層
建
築
物
に

　

係
る
固
定
資
産
税
等
の

　

課
税
の
見
直
し

特 別 企 画

個
人
分
野
の
主
要
改
正
項
目

図表１　配偶者控除・配偶者特別控除の所得控除額（改正前）� （単位：万円）

配偶者の給与収入（合計所得金額）

～103
（～38）

～105
（～40）

～110
（～45）

～115
（～50）

～120
（～55）

～125
（～60）

～130
（～65）

～135
（～70）

～140
（～75）

～141
（～7６）

141～
（76～）

配偶者
控除 配偶者特別控除

38 38 36 31 26 21 16 11 6 3 0

図表２　配偶者控除・配偶者特別控除の所得控除額（改正後）� （単位：万円）

配偶者の給与収入（合計所得金額）

～103
（～38）

～150
（～85）

～155
（～90）

～160
（～95）

～167
（～100）

～175
（～105）

～183
（～110）

～190
（～115）

～197
（～120）

～201
（～123）

201～
（123～）

配偶者
控除

配偶者特別控除

本
人
の
給
与
収
入

（
合
計
所
得
金
額
）

～1,120
（～900）

38 38 36 31 26 21 16 11 6 3 0

～1,170
（～950）

26 26 24 21 18 14 11 8 4 2 0

～1,220
（～1,000）

13 13 12 11 9 7 6 4 2 1 0

1,220～
(1,000～）

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平成29年度税制改正は
ここがポイント！

アドバイスに役立つ主要改正項目の要点解説

税理士法人おおたか
税理士 谷中 淳

　平成28年12月22日、「平成29年度税
制改正大綱」が閣議決定された。本稿
では、金融機関職員が押さえておくべ
き主要改正項目について解説する。




